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第　３７　号
　　　令和２年度熊本県電気事業会計予算
　（総　則）
第１条　令和２年度熊本県電気事業会計の予算は、次に定めるところによる。
　（業務の予定量）
第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。
　（１）年間販売電力量  65,344,000kWh
　（２）主要な建設改良事業
　　　イ　緑川発電所リニューアル事業  3,302,133千円
　（収益的収入及び支出）
第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　　入
　第１款　事業収益   1,687,400千円
　　第１項　営　業　収　益   1,551,128千円
　　第２項　営業外収益   136,272千円

支　　　　　　出
　第１款　事  業  費   1,949,067千円
　　第１項　営　業　費　用   1,852,624千円
　　第２項　営業外費用   18,913千円
　　第３項　特　別　損　失   37,500千円
　　第４項　予　備　費   40,000千円
　（資本的収入及び支出）
第 ４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出
額に対し不足する額426,059千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額
373,504千円及び過年度分損益勘定留保資金52,555千円で補てんするものとする。）。

収　　　　　　入
　第１款　資本的収入   3,983,554千円
　　第１項　他会計からの返還金   265,554千円
　　第２項　企　　　業　　　債   3,698,000千円
　　第３項　荒瀬ダム関連交付金等   20,000千円

支　　　　　　出
　第１款　資本的支出   4,409,613千円
　　第１項　建設改良費   3,968,838千円
　　第２項　企業債償還金   125,221千円
　　第３項　他会計への繰出金   265,554千円
　　第４項　予　備　費   50,000千円
　（債務負担行為）
第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事　　　　　　　　　　項 期　　　　間 限　度　額

緑川発電所リニューアル関連事業 令和３年度

千円

86,880

緑川発電所設備更新事業 令和３年度 183,000

緑川第三発電所水車発電機等
整備事業

令和３年度 301,531
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　（企業債）
第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。
起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

水力発電設備等
更新事業

3,698,000

（借入先）
　銀行、地方公共団
体金融機構、財務省、
会社、その他
（借入方法）
　証書借入又は証券
発行
（その他）
　工事、財政その他
の都合により、一部
又は全部を翌年度以
降に繰り下げて借り
入れることができ
る。
　発行価格が額面金
額を下回るときは、
その発行差額をうめ
るため必要な金額を
加算した額を限度額
とすることができ
る。

年5.0％
以　内

（ただし、利
率見直し方
式で借り入
れる資金に
ついて、利
率の見直し
を行った後
においては、
当該見直し
後の利率）

　据置期間を含め
30年以内
　半年賦元利均等
償還又は元金均等
償還等
　ただし、財政そ
の他の都合によ
り、繰上償還をな
し、又は借換えを
することができ
る。

　（一時借入金）
第７条　一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。
　（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第 ８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定め
る。なお、限度額は、100,000千円と定める。
　（１）第３条　支　　出
　　　　　第１款　事 業 費
　　　　　　第１項　営 業 費 用
　　　　　　第２項　営業外費用
　　　　　　第３項　特 別 損 失
　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第 ９条　次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、
又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければなら
ない。
　（１）職員給与費   535,872千円
　（たな卸資産の購入限度額）
第１０条　たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。

　　令和２年２月４日提出

熊本県知事　蒲　島　郁　夫

千円


